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1   保育所の目的及び運営の方針 

 

保育所の目的 

    保護者様が就労や病気等の事情により、日中、保育ができない期間に限って保護者様に代わり 

お子様を保育する施設です。 

 

運営主体 

法人名     社会福祉法人 敬仁会  

  

所在地 〒682－0023 

鳥取県倉吉市山根５５ 

             電話番号  (0858)26 ｰ 3864  

 

代表者  理事長 藤井 一博 

 

 

園の概要 

 

施設名      認可保育所 あやせババール園 

 

所在地      〒120－0004 

             東京都足立区東綾瀬３丁目９番１ 

             電話番号 03(5613)8851   

FAX 番号 03(5613)8852 

 

開設年月日   ２０１５年 ４月 １日 

 

規  模    延床面積     856.45㎡（建物総面積 9255.61 ㎡） 

             屋外遊戯場面積  568.43 ㎡ 

  

構  造    鉄筋コンクリート造６階建 １階部分 

 

園舎見取り図  別紙 
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施設理念 

・一人ひとりの個性を尊重し、「遊び」を中心とした多様で豊富な生活経験を通じて「たくましく 

生き抜く力の基礎を育む」保育に努め、地域社会から信頼される園運営をめざし、心身ともに健や 

かな子どもを育てます。 

 

施設方針 

・子ども一人ひとりを大切にし、子どもの発達と個性を認め、自信をもって自分らしく意欲的に 

遊びや生活が築けるように援助します。 

・家庭や地域の様々な社会資源と連携を図りながら、地域の子育て中の保護者・子ども・そして、 

私たちが共に成長する喜びを共有できるよう子育て支援に努めます。 

・コンプライアンスの徹底に努め、子どもたちの人権、健康、安全、安心を守る環境づくりを行い 

ます。 

 

 

２   開園日・時間 

開 園 日 月～土曜日（祝祭日・１２／29～１／３を除く） 

開園時間 ７：３０ ～ ２０：３０ 

         （１８：３１～２０：３０は延長保育となり、利用料金がかかります）Ｐ１4 

 

 

３   子どもの区分ごとの利用定員 

    入園対象児   生後５７日以上（産休明けより）  ～  就学前まで 

 

     定 員     ８０名 

     

利用定員  

年 齢 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 

クラス ひよこ組 りす組 あひる組 うさぎ組 きりん組 ぞう組 
８０名 

定 員 ８名 12 名 １２名 １５名 15 名 １８名 

 

     一時保育 

         定    員       １０名 
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４   職員の職種、員数及び職務内容 

職員体制 (２０２３年４月１日  現在)    

園長  （１名） 園務の統括 保育士 

（１８名） 

(非常勤含) 

保育業務 

主任保育士 

（２名） 

保育リーダー・保護者の育児

支援・地域の育児支援 

事務員 （１名） 園事務 看護師(１名) 健康管理業・保育業務 

 

給食調理   委託（株式会社ＬＥＯＣ）  

               管理栄養士含む 

嘱 託 医      あおぞら赤ちゃん子どもクリニック亀有足立小児科（院長 岡田拓也先生） 

足立区東和２丁目１１番１２号 

                電話番号 03(5856)1030         

FAX 番号 03(5856)1137 

 

５   保育の内容 

園の目標 

   ・家庭や地域と連携し、こころもからだも健やかで、豊かな感性を持ち、自分も周りの人も 

大切にする子どもを育てます。 

 

   ☆基本的生活習慣（健やかに伸び伸びと育つ） 

・のびのびとからだを動かし、元気いっぱい遊びます。 

      ・食への興味・関心を育みます。 

      ・見通しを持って自ら行動する力を育みます。 

   ☆他者とのかかわり（身近な人と気持ちが通じ合う） 

・様々な人との交流を大切にします。  

      ・友だちと関わる中で、互いの思いや考えなどを、共有できる関係を築きます。 

      ・人と心を通わせるなかで、豊かな言葉や表現を身につけます。 

      ・遊びや生活を通して、社会生活に必要なルールやマナーを身につけます。 

   ☆学びの芽生え（身近なものと関わり感性が育つ） 

・自然と触れ合う機会を沢山つくります。 

・遊びや生活の中での「気づき」を大切にします。 

・数量や図形、標識や文字などに親しむ体験を重ねていきます。 

・自分で考え自分でやってみる経験を通し、自信を持てるようにします。 

・体験や出会い(本物にふれ合う)から、心が揺さぶられる機会をつくります。 

 

 


